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ドイツにおける 「死への援助 （Sterbehilfe）」 への立法的対応

―その憲法的論点を中心に―

1　はじめに

　本稿のテーマである Sterbehilfe とは，病気あるいは死期が迫っている等の理由

で死を希望する者に提供される，様々な（死に至るためのそれを含む）「援助」一

般を指すドイツ語である。この言葉は今日のドイツ語圏において広く用いられて

いるが，法律用語ではなく，必ずしも一致した定義が見られるわけではない。そ

のもとでは，わが国でいう尊厳死，安楽死，自殺幇助，緩和ケアなど，さまざな「援

助」が理解されているようであり
1），ここでは原語のニュアンスに最も近い「死へ

の援助」という一般的な表現を充てることにしたい
2）。

　ドイツでは 2015 年 12 月 3 日に刑法典が改正され，新たに 217 条として業務上

の自殺幇助を罰する規定が置かれた（Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 49， S. 2177. 以下，

「今回の法改正」ということがある）。今回の法改正は，1980 年代からスイスで行

われている組織的・継続的な自殺幇助の影響等をうけて，自殺幇助が社会的に拡

大している現象に対応したものであるが，その経過にかんがみると，死への援助

の自由化と禁止という反対の方向性をもつ 2 つの動因が働いていることが分かる。

本稿は，こうした背景をもつ今回の法改正を中心に，「死への援助」における憲法

的な論点に検討を加えることを目的とする。このテーマについては，わが国でも，

すでに生命倫理や刑事法の分野において多くの研究があるが
3），そこで「人間の尊

厳」や「自己決定」といった概念が散見されるにもかかわらず，それを用いてい

る憲法学からの検討は必ずしも十分ではないように見受けられる。

　本稿では，ドイツにおける死への援助への立法的対応に関する議論に検討を加

え，この問題における憲法的論点を明らかにすることを目的する。以下では，まず，
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上記の先行研究を参考にヨーロッパ諸国の「死への援助」に関する動向を概観し

たあと（2），ドイツにおける今回の法改正に至る経緯を確認するなかで，自殺幇

助をめぐる憲法的議論に検討を加え，その論点を明らかにすることを試みる（3）。

こうした作業を通じて比較憲法的な観点から，ドイツの議論の特徴を析出してみ

ることとしたい（4）。

2　予備的考察―ヨーロッパにおける「死への援助」

　本稿がテーマとする自殺幇助は，ある者が自殺を図る際にその実行を容易にす

る行為を意味するが，これと類似する死への援助に安楽死（Euthanasie）がある。

安楽死は，わが国では「耐え難い苦痛に苛まれる者の希望に応じて，その苦痛の

除去を他者が意図しながら，その者における死期の繰上げをもたらす行為」
4）であ

ると説明されることがある。とくに安楽死のなかでも，苦痛を除去する行為が治

療ではなく，もっぱら死を引き起こすことを目的とした「積極的安楽死」の場合，

自殺幇助との相違は非常に小さなものとなる。しかし，刑法上，両者は「行為を

支配しているのは誰か」という観点から区別され，自殺幇助では本人であるのに

対して，安楽死の場合には他人（医師等）であるという概念上の相違がある
5）。

　自殺幇助や安楽死を行った者は，わが国では原則として自殺関与罪や同意殺人

罪（刑法 202 条）に問われることになるが，有名な「東海大学付属病院事件」に

おいて横浜地裁が示した 4 要件などに見られるように，裁判において違法性阻

却事由として正当化要件が示されてきた
6）。法律のなかで明示的に自殺関与や同

意殺人に不可罰の余地を設けている国は，ヨーロッパにおいても多くはない。し

かし，オランダでは 2001 年施行の「要請による生命の終結と自殺幇助の規制に

関する法律」（wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding）に

より，世界で初めて，一定の要件（医師が患者の自発的で熟慮にもとづく要請お

よび永続的かつ耐え難い苦痛を確信していること，かつ，医師及び患者が病状を

改善する他の合理的手段が存在しないことを確信していることといった実体的要

件，医師による患者への病状及び予後に関する情報提供，他の医師の関与といっ

た手続的要件）の下で安楽死および自殺幇助を不可罰とする法律の規定を置い

た
7）。その影響を受けて，ベルギーでは，2002 年に「安楽死に関する法律」（Wet 

betreffende de euthanasie, Loi relative à l’euthanasie）が制定され，オランダと概ね

同じ要件の下で安楽死を行った医師を罰しないこととしている
8）。また，ルクセ

ンブルクでは，2009 年に「安楽死と自殺幇助に関する法律」（Loi sur l’euthanasie 
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et l’assistance au suicide）が制定され，ベルギーと同様の要件の下で，安楽死と自

殺幇助を行った医師を罰しない規定を置いている
9）。このようにベネルクス三国

では，法律により認められた範囲と手続により，いわば公然と医師による安楽死

ないし自殺幇助が行われているわけである。

　一方，スイスでは，営利目的の自殺幇助を罰する規定を置くスイス刑法 115 条の

反対解釈として，非営利的な自殺幇助は不可罰とされており，実際に「自死の見

送り（Freitodbegleitung）」と称して，自殺幇助を行う団体が存在する。そのひとつ

の EXIT は，1982 年に設立され，「生と死における自己決定（„Selbstbestimmung im 

Leben und im Sterben“）を目的（Leitbild）に掲げている
10）。また，1998 年に設立

された DIGNITAS は，団体の名称に「人間の尊厳をもって生き，人間の尊厳をもっ

て死ぬ」（“Menschenwürdig leben, Menschenwürdig sterben”）」
11）という副題を付し

ており，2005 年には，その支部 DIGNITAS-Deutschland がドイツのハノーバーに開

設されている
12）。これらの団体では，様々な死への援助の一環として，医師の処方

箋にもとづき調合された薬物を提供することで自殺幇助を行っている。ここには，

「自己決定」や「人間の尊厳」といった憲法学のよく知る概念がみられるが，「自死

の見送り」は，その実現ないし保障を目的に行われているという位置づけを与えら

れていることになる。

　こうした状況からも知られるように，スイスの自殺幇助はドイツにも影響を与

えている。その後，2009 年に設立された Sterbehilfe Deutschland は，ドイツに本

拠を置く自殺幇助を行う唯一の団体であり，「息を引取るまでの自己決定権をス

イスをモデルとしてドイツにも根付かせる」ことを，その定款のなかで明らかに

している
13）。また，2011 年には，ベルリンの医師により 200 人以上の患者に対

して自殺幇助が行われていたとされるケースも明らかになっている
14）。以上のよ

うな状況のもとドイツでは，2006 年にドイツ法律家協会（Deutscher Juristentag）

が死への援助に対する立法的対応について見解を発表したころから
15），この問題

をめぐる議論が活発に行われるようになり，それは，次に見る今回の法改正の経

緯にも現れているということができる。

3　ドイツにおける死への援助への立法的対応

（1）今回の法改正までの経緯

　前述のベネルクス三国におけるのとは異なり，ドイツでは安楽死を一定の要件

の下で不可罰とする法律の規定は存在せず，それを行った場合には医師は嘱託殺
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人の罪に問われる可能性がある。一方，自殺幇助は，今回の法改正まで，その形

態を問わず刑法上禁止されていなかった
16）。こうした法状況の背景としては，ま

ず，歴史的なそれが挙げられよう。すなわち，ドイツではナチス政権下で優生学

思想を背景とする安楽死（Euthanasie）が広く行われていたことに鑑み
17），現在

では，この言葉それ自体が禁忌されており，それを法制度上認めようという議論

には現実性がない。一方，自殺幇助については，自殺それ自体が違法ではないた

めに，刑法における従属性の原則により，その幇助も違法とはならないと説明さ

れてきた
18）。

　これまでの自殺幇助に関する重要な立法の提案としては，2006 年に連邦参議院

に 3 州からの動議により提出された，刑法典 217 条 1 項として次の規定を制定す

る法律案がある。

　「217 条　業務としての自殺の支援（Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung）

　 他人の自殺を支援する意図をもって，業務として，そのために機会を調達，仲介した

者は，3 年以下の自由刑または罰金刑に処する。」
19）

　この法律案は，今回の法改正による刑法典 217 条 1 項の規定と非常に近いもの

となっている点で注目される。その後，連邦参議院では，団体（Vereinigung）を

罰する趣旨を加えることが提案されたが
20），今後の検討課題として議決されたま

ま
21），結局，同法律案は廃案となっている

22）。

　また，2012 年には，やはり刑法典 217 条の改正案として連邦議会に連邦政府に

よる法律案が提出されたが，それは次のような規定をもつものであった。

　「217 条　営業としての自殺の支援（Gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung）

　 （1）意図的に，かつ，営業として他人に自殺の機会を供与し，調達し，又は斡旋した

者は，3 年以下の自由刑または罰金刑に処する。

　 （2）営業として行為しなかった関与者は，第 1 項に掲げる他人が自己の近親者又はそ

の他の自己と親密なものであるときは，罰しない。」
23）

　この法律案に対しては，第 1 読会後，法務委員会での意見聴取において専門家

から賛否両論があったほか
24），さまざまな団体から全面的な自殺幇助の禁止を求

める意見があがった
25）。また，与党内からも，組織的な自殺幇助およびその広告

を禁止する内容の法律案が提出されるなど
26），必ずしも十分な支持が得られず，
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結局，廃案となった。しかし，「営業として」という構成要件の範囲を別にすれば，

この法律案には，2 項において自己の近親者等を罰しない規定を置くことを含め

て，すでに今回の法改正の全体的な構造が示されているということができる。

　そして，2015 年 6 月から 7 月には，会派強制（Fraktionszwang）のない連邦議

会議員の提案による 4 つの法律案が連邦議会に提出された。これらの法律案には，

死への援助に対する立法的対応に関する様々な立場が反映されており，以下，順

不同ではあるが，その内容を概観しておく価値があろう
27）。

　第 1 の法律案は，自殺幇助の禁止規定を設けるものである。すなわち，「他人

に自殺を教唆し，または自殺を幇助した者は，5 年以下の自由刑に処する」旨の

規定を刑法典に設けることが，キリスト教民主同盟（CDU）／キリスト教社会同

盟（CSU）の議員 35 名によって提案されている
28）。これは，要件に限定を付すこ

となく，自殺教唆および幇助を一律に罰するものであり，従来それを不可罰とし

ていた法制度を最も大きく変更する意味をもつ。その意味で―その保守的な内容

にもかかわらず―「もっともラディカルな法案」とも評されたこともある
29）。

　第 2 の法律案は，業務として行われる自殺幇助の禁止規定であり，上記の自殺

幇助を行う団体や自殺幇助を専門とする医師の活動を念頭に置いたものである
30）。

こうした自殺幇助を行ったものには，「3 年以下の自由刑」が科されることになる

が，親族や親密な間柄にある者は罰せられない。この法律案は，CDU/CSU のほか，

社会民主党（SPD），左翼党（Linke），緑の党（Grünen）というすべての会派から

の 210 名の議員による提案になるのもので，「完全な禁止とさらなる自由化の中間

を行く案」という位置づけであると見られている
31）。

　第 3 の法律案は，自殺幇助を罰しない旨を規定した「自殺の援助の不可罰に関

する法律」（Gesetz über die Straffreiheit der Hilfe zur Selbsttötung）という名称の

法律の制定を提案するものである
32）。53 名の議員（SPD, Linke, Grünen）による

提案であり，自殺幇助は引き続き罰しないが，いくつかの原則，要件を明示（自

己責任の原則，成人が対象，健全な判断が可能なこと等）し，営利的な自殺幇助

を禁止するものである。この法律案は，禁止の趣旨は弱く，基本的に現状維持の

確認という性格が強いとされている
33）。

　第 4 の法律案は，民法典を改正して自殺幇助が行える旨を明文化するものであ

り，民法典 1921a 条として，医師は自殺幇助を行える旨を規定する内容となって

いる
34）。107 名の議員（CDU/CSU, SPD, Grünen）によるこの法律案は，いくつか

の自殺幇助の要件を明示するものであり，要件を守らなかった場合でも，刑罰の
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対象とはされていない。また，団体による自殺幇助も容認していることが注目さ

れる。

　なお，これに加えて議案（Antrag）として，刑法典に自殺幇助の禁止規定を設

けることに反対して現状維持を求める提案が 35 名の議員（Grünen ほか）からな

されていた
35）。

　以上の各法律案の概観から，連邦議会においても自殺幇助をめぐっては全面的

な禁止から原則的な自由化まで大きな意見の相違があったことが確認できる。た

だ，全体的な傾向としては，従来から禁止されていなかった自殺幇助を一定の限

定の下で認める方向が支配的であるといえよう。そのなかで採られた立法的対応

は，全面的な禁止と自由化の中間を行く，一定の自殺幇助を明文で禁止するとい

うものであった。

（2）可決法律をめぐる議論

①提案者の説明

　連邦議会における審議の結果，可決されたのは，上記の第 3 の法律案であった。

その規定は，次のとおりである。

　「刑法典 217 条　業務としての自殺の支援（Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung）

　 （1）他人の自殺を支援する意図をもって，業務として，そのために機会を供与，調達，

仲介した者は，3 年以下の自由刑または罰金刑に処する。

　 （2）自らは業務としての行為をしていない者，及び前項の他人の家族または親密な間

柄にある者は，共犯として罰せられない。」

　この法律案は，その提案理由等を含めて 20 頁の文書として公開されている
36）。

同文書の「A．問題」という見出しのもとでは法律案の趣旨が簡潔にまとめられ

ている（2 ～ 3 頁）が，その内容は次の 3 点に要約できる。

a.  ドイツでは自殺は犯罪とはされてこなかったが，その理由は，自殺は他人に向けられ

た行為ではなく，自由な法治国家では生きる法的な義務は存在しないということに求

められる。その結果，自殺未遂や自殺への関与も罰せられないが，こうした考え方は，

この法案においても原則として維持されている。すなわち，自殺幇助を罰しないとい

う原則は維持するが，それが業務として提供されることにより，自殺幇助が通常の選

択肢であると思われ，人々が自ら命を絶つことに向かわせる場合には，原則の修正が
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必要である。

b.  法案の目的は，自殺幇助がひとつの保健サービスとなることを阻止することにある。

ドイツでは，団体や個人が致死薬を供与，調達，仲介する事例が増えているが，これ

により自殺幇助が社会的に普通のものになり，組織的形態で行われることに慣れる効

果が生じるおそれがある。とくに老人や病人は，これにより幇助を受けて自殺へと走

り，あるいは間接・直接に自殺に追いやられていると感じることがあり得る。したがっ

て，このように，必ずしも商業主義的なものではなくとも業務として行われている活

動は，自己決定および生命への基本権を保護するために刑法という方法を用いてでも，

阻止すべきである。

c.  法案は，場合によっては困難な状況で行われることのある自殺幇助を明確に罰しない

こととしている。自殺幇助をすべて罰することは，政策的にも求められていないし，

基本法の憲法政治的な基本決定とも合致しない。

　ここには，自殺を罰しないという原則を維持しながら一定の場合にそれを禁止

するという，さきにも触れた同法案の中間的な性格が示されているが，その理由

は「B．解決」にもあるように，業務としての自殺幇助が「抽象的に生命に危険

を及ぼす行為」であることに求められている点が注目される。これは，業務とし

ての自殺幇助を禁じる理由が自殺をする者の生命といった具体的な法益侵害では

なく，それによってもたらされる社会全体への悪影響，一般的な概念でいえば「公

共の福祉（Gemeinwohl）」に求められることを明らかにしたもの考えられられよ

う
37）。

　「困難な状況で行われる自殺幇助を明確に罰しないこととしている」という説

示の趣旨は，次にみる法律案の「理由」のなかで説明されている
38）。ここでは，

とくに「規律の目標設定と必要性」という見出しのもとで，自殺幇助の規制が必

要とされる背景を含めて多くの説明があるが，規定の理解について重要な意味を

もつのは，次の点である。

　そこでは，「業務として」（geschäftsmäßig）の概念について，「利益をあげる意

図や経済的，職業的活動との関わりとは関係なく，自殺の機会の供与，調達，仲

介を継続的または反復的に活動の一部とすること」，という説明がある
39）。この

概念が用いられたのは，先に見た 2012 年の政府提出法案における「営業として」

（gewerbemäßig）という要件では，現在，問題とされている自殺幇助の十分な規

制を行うことができず，より広い概念が必要であると判断されたためである
40）。

もっとも，「業務として」の概念は，病院，介護施設，ホスピスなどにおける医
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療や介護の職員が行う「死の際の援助」を罰する趣旨ではないとされている。例

えば，正当な理由のある治療の中止，生存の短縮を目的としない苦痛の緩和といっ

た病院等における業務は，当然の人道的な要請にもとづくものであり，この法律

案では刑罰の対象とはされていない旨が説かれている
41）。また「理由」では，か

りに自殺幇助の規制が職業の自由（Berufsfreiheit）を制約するものであるとしても，

その制限は「より重要な共同体の利益に対する，証明可能または極めて蓋然性の

高い重大な危険からの保護のために，必然的に求められる」という，かつて連邦

憲法裁判所が示した職業の規制の条件を充たしていること
42），医師の資格の制限

といった刑罰による禁止以外の手段は，現在問題となっている自殺幇助を阻止す

るために十分でないことなどが指摘されている
43）。

（3）連邦議会専門調査官の報告

　同法案に対しては連邦議会の専門調査官（Wissenschaftliche Dienste）による検

討が加えられ，違憲の疑いがあるとの判断が示されている。その報告書では同法

案について，まず，「形式的合憲性」という見出しのもとで，当該規定が連邦の

権限に属するものであり州の権限と抵触しない旨を述べた後に，「実質的合憲性」

という観点から次のような検討を加えている
44）。

　すなわち，そこではドイツ連邦共和国基本法（以下，単に「基本法」というこ

とがある）103 条 2 項の「ある行為は，その行為が行われる前に，罰せられるこ

とが法律で定められているときにのみ罰することができる」という規定が示され

た後，同条項が「罪に該当する，該当しないという重要な問題が，民主制・議会

制的な意思形成の過程において解決され，罪となる前提条件が，構成要件の範囲

と適用領域が認識でき，解釈によって明らかにできるように，具体的に述べられ

ている」ことを立法者に義務づけているという連邦憲法裁判所の見解が引用され

ている。これは，同条項が規定している罪刑法定主義が法律の一般的・抽象的な

性質を前提としたうえで，いわゆる明確性の原則を含んでいることを指摘するも

のである
45）。

　これを前提に同報告書は，医師が職業上の活動のなかで死への援助を行った場

合に罰せられることがあるのか否か，および，その条件が同法案の規定から明確

性の原則を充たすように明らかになるのかは，疑問であると指摘する。とくに緩

和ケアを行う医師の場合，患者からの希望により死への援助について助言し，医

薬品の処方箋を発行するということが繰り返されことがありうる。それが同法律



法政治研究 第 2 号（2016 年 3 月） 153

案の理由にあるように罰せられない趣旨であるということは，しかし，同法律案

の規定からは十分には明らかではない。こうして同報告書は，「刑罰のもとに置

かれる業務としての死への援助については，同法律案が憲法上要請される明確性

の要求を充たしているか否かは……疑わしい」と結論している
46）。

　なお，同法案を審議した連邦議会の法務・消費者保護委員会（Ausschuss für 

Recht und Verbraucherschutz）で開催された公聴会では，医療，倫理，法律の分野

からの 12 名の専門家による各法律案に対する意見陳述が行われている
47）。そこで

は法律家からも，自殺幇助を厳格に禁止すべきという主張から刑法による自殺幇

助の制限に対する批判まで，大きく異なる意見が示されている
48）。以下では，そ

の背景となっている議論について，とくに憲法上の論点を中心に検討を加えてお

くことにしたい。

（4）刑法学者による声明

　連邦議会に 4 つの法律案が提出される少し前の 2015 年 4 月 15 日に，「死への

援助に関連して刑法の適用範囲を広げる政治的な動き」に懸念を表明する刑法学

者（2015 年 5 月 20 日時点で 150 名が賛同）からの声明が発表されている。ここ

には有力な刑法学者が多く名を連ねており，上記の公聴会における刑法学者の意

見もこれと軌を一にするものといってよい。今回の法改正が刑法に関わるもので

あることから，この声明は重要な意味をもっていると考えられる
49）。それは 7 点

からなるが，若干要約して示すと次のようになる。

a.  患者から発せられた死の希望は尊重すべきであり，これに応じる死への援助は，それ

が結果として生存期間を短くするものであっても，法的に許されるということは，す

でに以前から認められてきている。

b.  ホスピスや緩和ケア施設では，日常的に組織的な死への援助が行われている。その際

には，多くの場合，残された生存期間の短縮につながっている。しかし，これらの施

設における活動は，積極的に評価すべきである。それらに不必要な刑罰のリスクを負

わせるのではなく，その活動を財政的に援助すべきである。

c.  自殺が罰せられないことから，刑法理論上の原則により，自殺の幇助も罰せられない

ということになる。これを変更することは，計り知れない影響を及ぼすシステムの崩

壊へとつながる。

d.  基本法 1 条 1 項，2 条 1 項により憲法上保障されている各人の自己決定の権利は，自

己の死をも包括している。自殺幇助を罰することができるとすることは，自己決定権
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を過剰に（unverhältnismäßig）制限することになる。刑法は，最後の手段でなければ

ならないという原則も，尊重されないことになる。

e.  医師と患者の関係は，その性質から，限定的にしか法的に規律することはできない。

このことは，まさに刑法に当てはまる。自殺幇助により医師を罰することは，否定す

べきである。医師の良心の自由（基本法 4 条）は，医師と患者の関係をも含むのであっ

て，刑法上の新たな規律は，憲法上の理由からも否定すべきである。

f.  医師の職業団体法（Berufsrecht）は，医療道徳および社会道徳ならびに刑法の基準か

ら許され，積極的に評価すべき医師の措置を禁止すべきではない。したがって，われ

われは，職業団体法を医師の良心的判断としての自殺の幇助が許されるよう統一する

ことを求める。

g.  死を希望する人は，配慮と援助をとくに必要としている。自殺幇助を罰することは，

これに反して，医師が罰せられることを恐れて死を希望する者を避けることにより，

援助を困難ないし不可能にすることにつながる。死を希望する者は，残酷な自殺へと

追いやられるであろう。できるだけ多くの人々の死の希望を実現し，ドイツにおける

自殺の数を減らすことを目指さなければならない。刑法は，そのためにはまったく適

切でない手段である。

　この声明のなかで憲法学の立場から注目されるのは，とくに d において基本法

1 条 1 項（「人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し，保護することは，すべて

の国家権力の義務である。」），2 条 1 項（「各人は，他人の権利を侵害せず，かつ，

憲法的秩序または道徳律に違反しない限りにおいて，自己の人格を自由に発展さ

せる権利を有する。」）を掲げて，そこから，いわば「自殺の権利」を引き出し，

自殺幇助を罰することをその過剰な制限とみているということである。もっとも，

こうした論理構成の当否が憲法学で論じられたことは，ドイツやわが国において

も，あまりなかったといってよい。これは周知のとおり，憲法は国家権力から個

人の権利・利益を保護する手段として位置づけられ，人間の尊厳や自己決定とい

う概念も，そうした文脈で論じられてきたことに起因すると考えられる。このよ

うな見方で人権を考察する限り，「自己からの生命の保護」という問題は，いわ

ば死角に入っていたということができよう。この問題について，以下では，管見

に属する憲法学における議論を見ておくことにしたい。

（5）憲法学における議論

①憲法学からの自殺幇助の評価―W. Höfling の見解

　ドイツでは，患者の意思決定が不可能となった際の治療等に関する「患者の事
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前指示」（Patientenverfügung）に関する規定が，民法典 1901a 条に規定されてい

る。同条 1 項は，「承諾の能力のある成人が，承諾の能力を失った場合に備えて，

事前に，すぐには予定されていない，一定の健康状態の検査，治療または医師に

よる処置を承諾するか拒否するかを，文書により確定させた場合（患者の事前指

示），保護者は，この確定が現実の生命の状況，治療の状況に適合しているかを

確認するものとする。それが適合している場合には，保護者は，被保護者の意思

を明らかにし，実現させなければならない。患者の事前指示は，何時でも，形式

にかかわりなく撤回することができる。」と規定している。これは治療等に関す

る患者の自己決定のための仕組みであるが，その代表的な研究者である憲法学者

W. Höfling は，死への援助と人間の尊厳および自己決定との関係について「ドイ

ツ倫理会議」（Deutsche Ethikrat）で講演を行っている
50）。そこには憲法学の立場

からの死への援助に対するひとつの考え方が，簡潔かつ明瞭に示されていると思

われるので，以下，その概要を示しておきたい。

　Höfling によれば，人間の尊厳の不可侵という規定からは，国家には人間の尊厳

に値する死のインフラ的前提条件を保障する責任のあることが導かれるとされ，

その例として，緩和ケアや先に見た患者の事前指示が挙げられている
51）。つまり，

これらの仕組みについて，例えば，民法 1901a 条のような法的整備を行うことは，

人間の尊厳から導かれる国家の義務であるということになる。また，Höfling は，

「人間の尊厳に値する存在」や「人間の尊厳に値する死」に関して，医師や裁判

官に解釈をする権限があるわけではないと指摘するが，それはあくまでも，個人

が主体的に判断すべき事柄であるというのが，その趣旨であろう。もっとも，人

間の尊厳の概念は，このように「死への援助」と非常に抽象的なレベルでしか関

連をもたない，というのが彼の結論である
52）。

　次に，自己決定に関連して，自殺も基本権の保護を享有すると捉えるのが通説

的見解であると説明されている。実際に，自殺の権利を，基本法 2 条 1 項が規定

する一般的人格権，人格の自由な発展の権利の一要素として，あるいは 2 条 2 項

が規定する生命の権利として認める見解は，これに反対する少数説はあるものの，

支配的であるといってよい
53）。また，連邦憲法裁判所判決も，「基本法 2 条 2 項 1

文は，とりわけ，人間の肉体的・精神的な尊厳の領域における自由の保護を保障

しており，患者は，自分の肉体的・精神的な尊厳について完全な自己決定権を有

しているが，この領域において人間は，基本法の観点からは，自由に自己の基準

を選択し，それに従って生存し，そして，決断をすることができる」という趣旨
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を説示している
54）。最後の「決断」という文言には，生存を止める意味が含まれ

ていることは改めて指摘するまでもあるまい。このような理解を前提にHöflingは，

自己決定を公権力をもって制限することは，正当化を必要とする基本権の制限に

あたるという原則が，自殺の制限にも当てはまるという C. Hillgruber の指摘を引

用し，その理論的枠組みのなかで議論を進めている
55）。もっとも，ここには自分

自身が引き起こす危険からの保護という特別な状況があるわけであるが，これに

ついて詳しくは，彼の見解を検討するなかでみることにしたい。

　さて，以上のような検討を踏まえ Höfling は，死への援助と憲法との関係につ

いて次のような 2 つの問題を設定し，見解を示している。第一は，刑法が自殺幇

助を罰していなかった当時の状況に鑑みて，基本権の保護が過小であるか，換言

すれば，「憲法はさらなる保護を命じているか」という問題である。これに対し

ては，「現行法は，要求される保護の最低限度を下回ってはいない。立法者の広

範な裁量ゆえに，尊厳の危険という点に関しても，保護の手段という点に関して

も，特定の規制手段（例：「死への援助を行う組織」の刑法による禁止等）を講

じる立法上の義務は導かれない」という見解が示されている。第二は，自殺幇助

について，とくにそれを適法と認める規定を置いていない法制度は，自己決定を

制限し過ぎかという問題，換言すれば，「憲法は現行法の自由化を命じているか」

という問題である。これについては，「憲法学の通説的見解によれば，憲法は，

同時に，（他人の助けにより）自らを死なせる可能性を拡大することも要求して

いない」という指摘がなされている。結局，Höfling は，自己の死に関する現状の

自己決定のあり方（治療の制限，緩和ケア，自由意思に基づく栄養や水分の摂取

拒否）および自殺幇助を罰しない仕組みによって，自己の死について自己決定す

るために十分であるとしている
56）。

　これは，憲法解釈として，自殺幇助を罰する規定をもたなかった刑法に対して，

いわば中立的な立場ということができよう。これに対して，さきに見た刑法学者

の提言は，自己決定権が自殺幇助を制限することを禁じているとする点で，憲法

がその自由化を要求しているとするものであった。もっとも，本稿冒頭にも触れ

たように，このたびの法改正には，死への援助の自由化と禁止という反対の方向

性をもつ 2 つの動因が働いている。それでは，禁止の憲法上の根拠は，どのよう

に説明されるのであろうか。次に，この点を明らかにすると見られる Hillgruber

の議論に検討を加えておくことにしたい。
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②憲法学からの自殺幇助の評価―C. Hillgruber の見解

　自殺幇助の禁止を主張する Hillgruber の議論は，上に示したように，自殺の制

限は，正当化を必要とする基本権の制限にあたるという枠組みのもとで展開され

ている。これは，すでに 1992 年の博士論文『自分自身からの人間の保護』（Der 

Schutz des Menschen vor sich selbst）のなかで，次のように示されている。

　「 基本法 2 条 1 項の一般的な行動の自由の保障により，基本法の下では，ア・プリオ

リに保護に値しない人間の行動というものは，存在しない。自己決定された人間の

行動は，それが自己に危険を及ぼし，あるいは自己を害することになったとしても，

基本権として保障された自由の行使である。自ら宣言した，あるいは推定される明

確な意思に反して人間を保護することは，したがって，憲法上の正当化を必要とす

る自由の制限を意味する。」
57）

　したがって，例えば，法律によって自殺を罰するといったかたちで，国家権力

が「自分自身からの人間の保護」を行うことは，憲法解釈上，原則として認めら

れないということになる。この原則の例外は，正常な自己決定が不可能な精神障

がい者について，および，親の教育権や青少年の保護という観点から未成年者に

ついて認められることがある
58）。また，基本権から命じられる保護義務という考

え方を，国家による自分自身からの人間の保護に援用することはできない。その

人間は，その意思に反して強制をされていることになるが，国家には，そこに生

じる基本権制約の権限がないからである
59）。これは，基本法の下では，「強制的な，

国家から押しつけられた，自分自身からの人間の保護の余地は存在しない」
60）と

いう理解から導かれたものであるが，この見解の当否について検討を加えること

は，ここでの目的ではない。

　本稿が関心をもつのは，このように自殺の禁止を原則として認めない考え方

から，なぜ自殺幇助の禁止が主張されるのかという点である。この点について

Hillgruber は，先に見た連邦議会での公聴会をはじめ多くの場所で説明を加えて

いるが，その骨子をまとめた論説「すべての者の生命を守れ―なぜ自殺幇助は憲

法違反であり，禁止されるべきなのか」を縁にすると，その主張は次のように要

約することができる
61）。

　 人間の生命は最高の価値であるという基本法の価値判断は，個人ではなく，国家を拘

束するものであり自殺を禁止する趣旨ではない。もっとも，自殺が憲法秩序のなかで
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積極的に評価されているわけではなく，自己決定ができない状態にある者の自殺を阻

止することは許される。嘱託殺人や自殺幇助の場合には，これとは異なり，生命を本

人からだけでなく，第三者の行為からも守ることが問題となる。この場合，国家は，

私人が請われて殺人をすることを禁止しなければならない。その根拠は，生命を守る

国家の保護義務の基礎を形づくる人間の尊厳に求められる。すなわち，ある人間に生

きる価値がないと，本人はともかく，他人が評価することを国家は許してはならない

のである。もっとも，従属性（Akzessorietät）の原則にもとづくドイツ刑法では，自

殺は違法ではないことから，自殺幇助も違法ではない。しかし，刑法上は区別される

嘱託殺人と自殺幇助の差違は，実際には流動的である。憲法上の観点から生命の保護

ということを考える場合，両者の相違は，程度の問題に過ぎない。自殺幇助の場合も，

幇助者は他人の生命に価値がないと考えていることは同じであり，国家は生命を守ら

なければならない。このことは自殺教唆にもあてはまる。国家は，生命および人間の

尊厳の保護義務にもとづき，嘱託殺人だけでなく，自殺教唆，自殺幇助も違法として，

禁止すべきである。刑法上の禁止を組織的，継続的な自殺幇助に限定することも，そ

れ以外の自殺幇助が違法ではないという誤った認識を生じさせてしまう点で，望まし

くない。生命はいかなる状況のもとでも維持すべきものであるという考え方のもとで，

自殺教唆や自殺幇助を刑法で全面的に禁止することも，不適切というわけではない。

　ここでは，さきの Höfling の見解と異なり，人間の尊厳に自殺幇助への法的対

応における重要な意味が認められている。人間の尊厳にいわば究極的な根拠を求

めるこの考え方は，自殺幇助を今回の法改正のように単に「抽象的に生命に危険

を及ぼす行為」であると捉えているわけではなく，むしろ，嘱託殺人と同列に置

くことにより，生命の保護という観点からその問題性を問うものということがで

きよう。この点は，自己決定を根拠に自殺幇助を罰しないことを求める刑法学者

の提言とも著しい対照をなしている。両者の相違は，Hillgruber が自己決定を「自

分のことは（他人を介在させることなく）自分で決める」ことと理解することに

より，自殺幇助はもはや自己決定の範囲外の行為であると理論構成していること

から生じていると考えられよう。

　 さ て， 以 上 に 検 討 を 加 え て き た 今 回 の 法 改 正， 刑 法 学 者 の 見 解 お よ び

Hillgruber の見解における，嘱託殺人，自殺幇助および自殺の可罰性の基準を整

理するなら，次のように図示することができよう。
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4　若干の検討

　以上の概観から，自殺幇助の可罰性に関する意見の相違が生じる要因のひとつ

は，人間の尊厳，自己決定という憲法上の概念に関わる評価や判断の違いにある

ことが明らかになったといえよう。もっとも，業務的な自殺幇助のみを罰すると

いう今回の法改正が示した結論は，「自己決定を根拠に自殺幇助を不可罰的とす

る」あるいは「人間の尊厳を根拠に自殺幇助を可罰的とする」といった明快なも

のではない。その結果，前者・後者どちらの立場からも，今回の法改正が批判を
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図 1　嘱託殺人，自殺幇助および自殺の可罰性の基準
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受けることになっているのは，すでに見たとおりである。もっとも，今回の法改

正は，具体的な問題，すなわち組織的・継続的な「業務」としての自殺幇助を規

制するという，かなりの社会的コンセンサスのある対応を採ったという趣旨のも

のと見ることができる。この点にかんがみると，逆に理論的に明快な立場には問

題や課題はないのか，という疑問をもつ余地もあるかと思われる。

　例えば，「自己決定を根拠に自殺幇助を不可罰的とする」という考えからから

すれば，わが国をはじめ多くの国で見られる自殺幇助罪の規定は，自己決定権を

侵害するが故に違憲という評価を受けることになるのであろうか。また，「人間

の尊厳を根拠に自殺幇助を可罰的とする」という立場は，現実に行われている死

への援助がすべて禁じられるとする趣旨でないようであるが，それでは何が許さ

れる死への援助なのかという，やはり人間の尊厳とかかわりがあると思われる問

題には十分な解答を示してはいない。そもそも，自殺を基本権の行使とする理論

構成自体も，わが国の学説では採るものを寡聞にして知らないが，その妥当性の

問題については，ここで立ち入る余裕はない。

　こうしてみると，憲法の解釈のみから「死への援助」というセンシティヴな問

題について一定の立場を導くことには慎重であるべきと思われる。憲法学に限ら

ず，藤田宙靖元最高裁判事が指摘するように，「法律学の議論というのは，採る

べき政策としてこれが唯一の選択肢である，というようなことにはならず，おお

むね，許される選択の外枠を理論的に探る，という結果になることが多い」
62）の

であって，本稿で検討を加えた自殺幇助の可罰性に関する議論にも同様のことが

当てはまるのではないかと思われる。その意味で，筆者は，自殺幇助について，

憲法はその自由化も禁止も命じていないという中立的な解釈を示す Höfling のあ

る意味で謙抑的な立場に共感を覚える。

　もっとも，上記のような，いわば左右両方からの憲法論による批判に加えて，

連邦議会専門調査官の指摘にもあるような明確性の原則からの疑問などもあり，

今回の法改正が，どのような法的評価を受けるのかという点には，不透明な部分

がある。ドイツの自殺幇助を行う Sterbehilfe Deutschland は，すでに今回の法改

正の合憲性を裁判の場で争うことを表明しており，その成り行きが注目されると

ころである
63）。
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　 1） 　Vgl. Das Deutsche Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften, Sterbehilfe  

（http://www.drze.de/im-blickpunkt/sterbehilfe　2016 年 1 月 30 日閲覧。以下すべて

同じ）。そこでは死への援助として，1．消極的な死への援助（Passive Sterbehilfe：

延命治療の中止。「尊厳死」），2．間接的な死への援助（Indirekte Sterbehilfe：鎮痛

等を目的した投薬の副作用によって結果的に死期を早める。一部の「緩和ケア」，

「ターミナルケア」），3．自殺幇助（Beihilfe zur Selbsttötung （assistierter Suizid）：

医師等による自殺の手助け），4．積極的な死への援助（Aktive Sterbehilfe：鎮痛

剤等の過剰投与によって意図的に患者を死なせる。「安楽死」）が挙げられている。

参照，五十子敬子「生命倫理―その新たなる課題」法政治研究創刊号（2015 年）

18 頁以下。

　 2） 　わが国では「臨死介助」という訳語が用いられることがある。例えば，甲斐克

則編訳『海外の安楽死・自殺幇助と法』（慶應義塾大学出版会，2015 年）71 頁以

下参照。

　 3） 　代表的なものとして，甲斐克則『安楽死と刑法』（成文堂，2003 年）のほか，神

馬幸一「安楽死・尊厳死」法学教室 418 号（2015 年）9 頁以下で挙げられている

諸文献を参照。

　 4）　甲斐（註 3）2 頁以下。

　 5）　神馬（註 3）10 頁。

　 6）　横浜地判平成 7 年 3 月 28 日判例時報 1530 号 28 頁。

　 7） 　詳細は，甲斐克則「ベネルクス 3 国の安楽死法の比較検討」比較法学 46 巻 3 号

（2013 年）189 頁。

　 8） 　アグネス・ヴァン・デル・ハイデ（甲斐克則・福山好典訳）「オランダとベルギー

における安楽死と医師による自殺幇助」比較法学 47 巻 2 号（2013 年）176 頁。

　 9） 　シュテファン・ブラウム（甲斐克則，天田悠訳）「ルクセンブルクにおける臨死

介助」比較法学 46 巻 3 号（2013 年）189 頁。

　10） 　参照，EXIT のウェブサイト（https://www.exit.ch/startseite/）。わが国での紹介と

して参照，The Asahi Shimbun Globe「なぜ私は自殺を幇助するのか／ EXIT 副代表

に聞く」（http://globe.asahi.com/feature/side/2014081400001.html）。

　11） 　参照，DIGNITAS のウェブサイ ト （http://www.dignitas.ch/）。わが国で の 紹 介 と

して参照，ディグニタス（柴嵜雅子訳）「ディグニタスの活動 : その営為の哲学的

基礎（上）（下）」国際研究論叢 24 巻 2 号（2011 年）251 頁，24 巻 3 号（2011 年）

145 頁以下。

　12）　参照，DIGNITAS-Deutschland のウェブサイト

　　  （http://www.dignitas.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=

44&lang=de）。

　13） 　参照，Sterbehilfe Deutschland, Satzung （http://www.sterbehilfedeutschland.de/sbgl/

files/PDF/2015-x-Satzung.pdf）。



ドイツにおける「死への援助 （Sterbehilfe）」への立法的対応（渡邊　亙）162

　14） 　Vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 18. Wahlperiode 01.07.2015 （http://

dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805373.pdf）.

　15） 　66. Deutscher Juristentag Stuttgart 2006, Beschlüsse, S. 7 （http://www.djt.de/

fileadmin/downloads/66/66_DJT_Beschluesse.pdf）.

　16） 　もっとも，多くの医師会が規則により自殺幇助を禁止している。Vgl. Suizidhilfe 

in Deutschland: Verbot der Hilfe zur Selbsttötung in den Berufsordnungen für Ärzte 

（http://sterberecht.homepage.t-online.de/Suizidhilfe.htm）.

　17） 　参照，木畑和子 「第 2 次世界大戦下のドイツにおける『安楽死』問題」井上茂子

ほか『1939 ―ドイツ第三帝国と第二次世界大戦』（同文舘出版，1989 年）243 頁以下。

　18） 　Vgl. Stellungnahme deutscher Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer zur 

geplanten Ausweitung der Strafbarkeit der Sterbehilfe （http://will.rewi.hu-berlin.de/

files/Resolution_zur_Sterbehilfe_15_4.pdf）.

　19） 　Bundesrat Drucksache 230/06, 27.03.06, Gesetzesantrag der Länder Saarland, 

Thüringen, Hessen （http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2006/0201-030

0/230-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1）. なお，2 項は施行に関する規定である。

　20） 　Bundesrat Drucksache 436/08 （Grunddrucksache 230/06） 24.06.08, Empfehlungen 

der Ausschüsse zu Punkt ... der 846. Sitzung des Bundesrates am 4. Juli 2008 （http://

www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2008/0401-0500/436-08.pdf?__blob=public

ationFile&v=1）.

　21） 　Bundesrat Drucksache 436/08 （Beschluss） （Grunddrucksache 230/06） 04.07.08 

Beschluss des Bundesrates, Entwurf eines Gesetzes zum Verbot der geschäftsmäßigen 

Vermittlung von Gelegenheiten zur Selbsttötung （... StrRÄndG）– Antrag der Länder 

Saarland, Hessen, Thüringen – （http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/200

8/0401-0500/436-08 （B）.pdf?__blob=publicationFile&v=1）

　22） 　Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin （DGP） zur Debatte im 

Deutschen Bundesrat über den „Entwurf eines Gesetzes zum Verbot der geschäftsmäßigen 

Vermittlung von Gelegenheiten zur Selbsttötung“ （file:///C:/Users/Owner/Downloads/

sn%20807%20bundesrat.pdf）.

　23） 　Deutscher Bundestag Drucksache 17/11126 17. Wahlperiode 22. 10. 2012 （http://

dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/111/1711126.pdf）.

　24） 　Deutscher Bundestag, Bestrafung gewerbsmäßiger Suizidhilfe umstritten （https://www.

bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/41914331_kw50_pa_recht_suizidhilfe/210164）.

　25） 　http://www.cdl-rlp.de/Unsere_Arbeit/Sterbehilfe/Verbot-kommerzielle-Suizidbeihilfe.

html

　26）　Deutscher Bundestag, Bestrafung gewerbsmäßiger Suizidhilfe umstritten （Fn. 24）.

　27） 　Deutscher Bundestag, Geschäftsmäßige Hilfe zum Suizid wird bestraft （https://www.

bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw45_de_sterbebegleitung/392450）.
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　28） 　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5376, 18. Wahlperiode 30.06.2015 （http://dip21.

bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805376.pdf）.

　29） 　Die Zeit Online, 2. Juli 2015. （http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-07/sterbehilfe-

gesetzentwuerfe-cdu-csu-spd-linke-gruene）.

　30） 　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373, 18. Wahlperiode 01.07.2015 （http://dip21.

bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805373.pdf）

　31）　Die Zeit Online, 2. Juli 2015 （Fn. 29）. 

　32） 　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5375, 18. Wahlperiode 30.06.2015 （http://dip21.

bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805375.pdf）.

　33）　Die Zeit Online （Fn. 29）.

　34） 　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5374, 18. Wahlperiode 30.06.2015 （http://dip21.

bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805374.pdf）.

　35） 　Deutscher Bundestag Drucksache 18/6546, 18. Wahlperiode 03.11.2015 （http://dip21.

bundestag.de/dip21/btd/18/065/1806546.pdf）.

　36）　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 （Fn. 30）.

　37）　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 （Fn. 30） S. 12.

　38）　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 （Fn. 30） S. 8.

　39）　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 （Fn. 30） S. 17.

　40）　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 （Fn. 30） S. 13 f.

　41）　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 （Fn. 30） S. 11.

　42）　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 （Fn. 30） S. 13 f.

　43）　Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 （Fn. 30） S. 14.

　44） 　Wissenschaftliche Dienste, Ausarbeitung: Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit 

der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung – Brand et al. （BT-Drucks 18/5373） 

– Gesetzgebungskompetenz des Bundes und Bestimmtheitsgebot （http://katja-keul.

de/userspace/NS/katja_keul/Dokumente_2015_3/WD_3-188-15-A.pdf）. Vgl. Deutscher 

Bundestag, Die Unterabteilung Wissenschaftliche Dienste （WD） （https://www.

bundestag.de/bundestag/verwaltung/ua_wd）.

　45） 　Wissenschaftliche Dienste, Ausarbeitung （Fn. 44）, S. 8 unter Bezugnahme auf 

BVerGE 126, 170 （195）.

　46）　Wissenschaftliche Dienste, Ausarbeitung （Fn. 44）, S. 10 ff.

　47） 　Deutscher Bundestag, Sterbehilfe-Entwürfe im Urteil der Fachleute （https://www.

bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw39_pa_recht_sterbebegleitung/384486）.

　48） 　Deutscher Bundestag, Stellungnahmen der Sachverständigen （https://www.bundestag.

de/bundestag/ausschuesse18/a06/anhoerungen/stellungnahmen/384664）.

　49） 　Stellungnahme deutscher Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer zur geplanten 

Ausweitung der Strafbarkeit der Sterbehilfe （Fn. 18）.
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　50） 　Wolfram Höfling, Würde, Autonomie, Selbstbestimmung : Statement aus verfassungs 

rechtlicher Perspektive （http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/plenarsitzung-27-11-2014-

hoefling-ppt.pdf）.

　51）　Höfling （Fn. 50）, S. 7 

　52）　Höfling （Fn. 50）, S. 7

　53） 　少数説としては，これを否定するものもある。例えば，「侵害から保護される生

命そのものを意図的に否定することは，人間の人格の存在根拠を奪うものであり，

個人の発展とは，―あるいは，その一種の（自分の力による）完結とも―，見る

ことはできない」（Dieter Lorenz, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, in: 

Isensee/Kirchhof （Hrsg.）, Handbuch des Staatsrechts VI, 3. Aufl., 2008, § 128 Rn. 62.）。

　54）　BVerfGE 52, 171, 174

　55）　Höfling （Fn. 50）, S. 12 ff.

　56）　Höfling （Fn. 50）, S. 14 ff.

　57） 　Christian Hillgruber, Der Schutz des Menschen vor sich selbst, 1992, S. 114 ff., S. 

175.

　58）　Hillgruber （Fn. 57）, S. 122 ff., S. 175.

　59）　Hillgruber （Fn. 57）, S. 147 ff., S. 176. 

　60）　Hillgruber （Fn. 57）, S. 148. 

　61） 　Christian Hillgruber, Jedes Leben schützen – Warum die Beihilfe zur Selbsttötung 

verfassungswidrig ist und verboten werden sollte, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 

Juni. 2015.

　62） 　藤田宙靖「道州制とナショナル・ミニマム」（2002 年） （http://www.law.tohoku.

ac.jp/~fujita/dpj-20020611.html）。

　63） 　Sterbehilfe Deutschland, StHD-Presseerklärung （http://www.sterbehilfedeutschland.

de/sbgl/files/PDF/2015-11-27%20Bundesrat%20billigt%20%A7%20217%20StGB.pdf）. 

なお，ウェブサイト上の報道では，連邦憲法裁判所は 2016 年 1 月 16 日に自殺

幇助を受けることを希望する 4 名から提起された，刑法典 217 条の施行を停止す

る仮処分請求を棄却する決定をしている。Vgl. Haufe.de/Recht, Geschäftsmäßige 

Sterbehilfe bleibt - zumindest vorerst - strafbar （http://www.haufe.de/recht/weitere-

rechtsgebiete/strafrecht-oeffentl-recht/bverfg-geschaeftsmaessige-sterbehilfe-bleibt-

vorerst-strafbar_204_335580.html）.

受付日：2016 年 1 月 30 日，採択日：2016 年 2 月 29 日
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